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平成 29年 7月 13日（木）

経済労働局公営事業部

本日の予定

１ 公営事業部所管事務の説明 （約 20分）

（１）川崎競輪場について

（２）神奈川県競輪組合撤退に係る損害賠償請求訴訟の経過について

２ 質疑応答 （約 10分）

３ 場内視察 （約 30分）
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神奈川県競輪組合撤退に係る損害賠償請求訴訟の経過について

◇提訴までの経過 

○川崎競輪場を（同時に小田原競輪場も）借上げ施行していた神奈川県競輪組合（以下「県

組」）から、平成 26 年 11 月に本市あてに撤退・解散の通知があった。 

○県組は、撤退に際して支払うことが慣例であった、解決一時金等の支払を拒み、平成 27

年 3 月末に解散したことから、同年 12 月に本市は県組の構成団体であった神奈川県、横

浜市、横須賀市を相手に、横浜地方裁判所に損害賠償請求を提訴した。（請求額は、直近 3

年間の施設使用料平均額の 2年分として 52,452,896 円） 

◇訴訟の主な論点 

○競輪場の使用（契約）関係の継続性 

・川崎市 ⇒実質的には継続的な使用（契約）関係にあった。 

・被告  ⇒開催ごとの使用許可に過ぎない。 

○撤退にあたっての本市への告知期間 

・川崎市 ⇒少なくとも 3年間の予告期間をおくべき。 

・被告  ⇒６か月あれば翌年の開催に支障はない。 

◇訴訟の経過

・平成 27 年 12 月 25 日     横浜地方裁判所に提訴  

2 回の口頭弁論・6回の弁論準備 

・平成 29 年 7 月 14 日      判決 

【参考】小田原競輪訴訟について

○県組は小田原競輪場を借上げ施行していたが、平成 26年度末に撤退した。
○小田原市は本市と歩調を合わせ、横浜地方裁判所小田原支部に提訴した。 

・平成 28年 1月 29 日     横浜地方裁判所小田原支部に提訴 

4 回の口頭弁論 

・平成 29年 3月 31 日       判決（原告の請求はいずれも棄却） 

○裁判所の判断 ⇒競輪事業撤退が予測し得たものであり、信義則に反するものではなく、賃貸

借が継続されるという市の期待は、理解はできても法的保護に値するものではない。信義則に反

することがないので、損害賠償義務を負うこともない。 

・平成 29年 4月 14 日       控訴断念（敗訴確定） 

○小田原市の結論  ⇒裁判所の判断は、市として承服しかねるものであったため、控訴すること

も含めて顧問弁護士を交えて協議したが、控訴しても市の主張が認容される余地は極めて少ない

との判断に至ったため、控訴しないこととした。 

平 成 ２ ９ 年 ７ 月 １ ３ 日

経済労働局公営事業部
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